
 

 

商品であって使用しない軽⾃動⾞等の課税免除の 
取扱いについて 

 

中古軽⾃動⾞等販売業者が賦課期日(４月１日)において商品として所有し販売を目的としている中
古軽⾃動⾞等のうち、ナンバープレートの交付を受けているものであっても、次の要件を満たしていれ
ば、申請により、軽⾃動⾞税種別割の課税免除を受けることができます。 
 

１ 対象⾞種 

・軽四輪⾞ 

・軽三輪⾞ 

・軽⼆輪⾞（１２５cc 超〜２５０cc 以下のバイク） 

・⼆輪の⼩型⾃動⾞（２５０cc を超えるバイク） 

 

２ 要件【 次の（１）〜（２）の要件を 全て 満たすこと 】 

（１）販売業者の要件 

①中古軽⾃動⾞等を販売することを業とする者で、古物営業法第３条第１項に規定する古物営業の

許可を受け、かつ、古物営業法施⾏規則第２条第４号の⾃動⾞及び同条第５号の⾃動⼆輪⾞を取

り扱う者（以下、「販売業者」という。）であること。 

②市税を完納していること。 

（２）⾞両に対する要件 

①道路運送⾞両法第３条に規定する軽⾃動⾞（⼆輪、三輪、四輪）及び⼆輪の⼩型⾃動⾞（側⾞付

のものを含む。）であること。 

②賦課期日において、販売業者が商品として所有しているものであること。 

③販売業者が、商品として古物営業法第１６条に規定する古物の帳簿等に記載し、かつ、三原市内

に展示しているもので、販売を目的としたものであること。 

④賦課期日において、所有者及び使用者の名義が課税免除を受けようとする販売業者と同一の名義

であること。 

⑤用途が社用⾞、試乗⾞、リース⾞、営業⾞、代用⾞、レンタカー等の事業用でないこと。 

⑥取得時と賦課期日の⾛⾏距離の差が100km を超えないこと。 

⑦三原市課税分であること。（⾞検証等の「使用の本拠地」欄及び軽⾃動⾞税種別割申告書の「主

たる定置場」欄が、三原市内の所在地であること。） 

中古軽⾃動⾞等を販売している皆様へ 



３ 申請期限・提出書類 

賦課期日の属する年度の４⽉１⽇〜４⽉１０⽇（土・日の場合は翌月曜日）に、次の書類を

提出してください。 

① 三原市軽⾃動⾞税種別割課税免除申請書（様式第１号） 

② 古物商許可証の写し 

③ ⾃動⾞検査証⼜は軽⾃動⾞届出済証の写し（電⼦化された⾞検証の場合は、所有者情報等が記 

載されないため、⾞検証交付時に発⾏される「⾃動⾞検査証記録事項」の写し(閲覧アプリ等から出

⼒し、印刷されたものでも可)） 

④古物台帳の写し（免除該当⾞両にアンダーライン等でしるしをお願いします。） 

⑤展示状態の写真（展示状況及び⾞両番号が確認できるものを⾞両１台につき１枚及び賦課期日現 

在の⾛⾏距離数が確認できる写真１枚③の⾞検証の写しの裏にそれぞれの⾞両ごとに糊付けして 

ください。） 

※課税免除を受けた⾞両で翌年度も引き続き免除を受ける場合は、再度申請が必要です。 

 

４ 決定 

課税免除の申請があったものについて、審査のうえ、課税免除の適否を決定します。認定したもの

については「軽⾃動⾞税種別割課税免除決定通知書」にて、却下したものについては「軽⾃動⾞税種

別割課税免除却下通知書」にて通知します。 

 ※決定通知書は⾞検の継続検査用に使用できません。市役所税制収納課もしくは各支所で継続検査用

納税証明書の交付を受けてください。 

 

５ 取り消し 

  課税免除決定を受けたものについて、免除の要件に該当しない事実が判明した場合は、免除決定を

取り消し、「軽⾃動⾞税種別割課税免除取消通知書」にて通知します。 

 

６ 現地調査 

課税免除の決定のため、必要な場合にあっては現地調査、帳簿閲覧をする場合があります。 

 

７ 提出・問い合わせ先 

  〒７２3－８6０１ 三原市港町三丁目５番１号 

 三原市役所市⺠税課  ℡０８４８－６７－６０３０ 

  （※支所での受付はできません。） 


